
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件各上告を棄却する。

　　　　　当審における訴訟費用は被告人らの負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　弁護人松井元一の上告趣意は、事実誤認の主張をいでないものであつて、刑訴四

〇五条の上告理由に当らない（なお、被告人において関税未納の貨物でめることを

認識しながら、関税を納付しないでこれを輸入する意思がある以上、関税納付の告

知を受けたことの認識がなくても、関税法一一〇条一項二号違反の罪が成立するも

のと解するのを相当とし、原判決挙示の証拠によると、被告人Ａは原判示第二の（

二）の事実につき関税未納の貨物であることの認識を有していたことを十分認める

ことができる。）。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められ

ない。

　よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。
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